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Ⅰ. 令和４年度特定公募型研究開発業務（ディープテック・

スタートアップ支援基金事業）に関する報告書
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令和４年度特定公募型研究開発業務（ディープテック・スタートアップ支援基金事業） 

について 

１．基金の概要 

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）は、第

４期中長期目標において、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２

０年法律第６３号）第２７条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務（以下「業

務」という。）として、スタートアップの事業成長のための資金供給の強化と事業展開を推

進するため、革新的な技術を有し、社会課題解決に資するディープテック分野のスタート

アップ企業が行う実用化研究開発、量産化実証、海外技術実証などを支援することが定め

られたことを受け、令和５年３月７日に、産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテ

ック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱（２０２３０２２４財産第１号）（資料

１）に基づき約１，０００億円が機構に交付され、令和５年３月１６日に、国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１６条の３の規定及び産業技術実用化開発

事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）実施要領（２０２３０

２２４財産第１号）（資料２）に基づき、その全額をもって基金を造成した。 

２．基金の管理体制等 

業務を適切に執行するため、「ディープテック・スタートアップ支援事業の実施に関する

規程」（２０２３年３月７日 ２０２２年度規程第５４号）（資料３－１）を制定した。 

また、基金を適切に管理・運用するため、「ディープテック・スタートアップ支援基金の

管理及び運用に関する機構達」（２０２３年３月７日 ２０２２年度機構達第１４号）（資

料３－２）を制定した。 

３．業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む）について 

（単位：百万円） 

令和４年度 令和５年度（見込み） 

前年度末基金残高(a) － １００,０４１ 

収

入 

国からの資金交付額 １００,０４１ － 

運用収入 － １ 

その他 － ０ 

合計(b) １００,０４１ １ 

支

出 

事業費 － ６,４９９ 

管理費 － １６６ 

合計(c) － ６,６６５ 

国庫返納額(d) － － 

当年度末基金残高(a+b-c-d) １００,０４１ ９３,３７７ 

(うち国費相当額) (１００,０４１) (９３,３７７) 
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４．プロジェクトの実施決定件数・実施決定額 

令和４年度 

実施決定件数（単位：件） - 

実施決定額 （単位：百万円） - 

５．保有割合 

 基金の年度末残高については、全て次年度以降の業務のために活用されることとなるた

め、令和４年度末時点での保有割合は「１」となる。 

＜保有割合の算定根拠＞ 

（令和４年度末基金残高）÷（令和５年度以降業務に必要となる額） 

６．研究開発事業の目標に対する達成度 

 ディープテック・スタートアップ支援基金事業では、「スタートアップ育成 5 カ年計

画」に記載の大きな目標の実現に向けて、本事業を通じて、ディープテック分野のスター

トアップに対する投資やユニコーンの創出を大きく促進させつつ、グローバル市場も視野

に入れた、ディープテック・スタートアップの事業成長及びそれらが有する革新的な技術

の確立・事業化・社会実装、それらに伴う新たな付加価値の創出を加速させることを目標

としている。 

令和４年度は、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 第４期中長期

目標」（経済産業大臣決定 平成３０年２月２８日、令和５年２月１６日一部変更）に沿

い、本事業の早期の事業執行に向けて関係規程等を整備するとともに、事業の効果的な運

用を目指し経済産業省と協議を行い、本事業に係る事業運営基盤を整備した。 

令和５年度以降は、経済産業省が策定した「ディープテック・スタートアップ支援事業

の基本方針」に従い、ディープテック・スタートアップが行う実用化研究開発、量産化実

証、海外技術実証などを支援するとともに、案件の発掘から支援終了後のフォローアップ

までの一連の活動を行うことにより本事業の成果の最大化を図る。また、本事業に係る目

標の達成状況や今後の見通しについて適時確認し、進捗状況を踏まえて経済産業省等の関

係者と協議を行い、もって効果的な事業運営を実施していく。 
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Ⅱ. 参考資料 
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（資料１） 

経済産業省 

２０２３０２２４財産第１号 

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱を次

のとおり制定する。 

令和５年２月２７日 

経済産業大臣 西村 康稔 

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）に対する

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）（以下「補

助金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）、研究活動の不正行為への対応

に関する指針（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）、公的研究費の不正な使用等の対応に関

する指針（平成２０年１２月３日経済産業省策定）及びその他の法令の定めによるほか、この要綱

の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 本補助金は、機構が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法

律第６３号。以下「科技イノベ活性化法」という。）第２７条の２第１項に基づき、同項に規定す

る特定公募型研究開発業務として、基金を造成し、リスクが高いものの中長期的な社会課題の解決

に資すると考えられる革新的な技術の研究開発に取り組むスタートアップ（以下「ディープテッ

ク・スタートアップ」という。）に対して、当該スタートアップが行う幅広い分野・段階の事業化・

社会実装に向けた研究開発を支援し、高く評価される技術水準の早期の確立を図ることによって、

ディープテック・スタートアップに対する民間からの投資の拡大を促しつつ、革新的な技術の事業

化や当該技術を利用した製品・サービス等の社会実装を加速させることを目的とする。 

（交付の対象） 

第３条 経済産業大臣（以下「大臣」という。）は、機構が基金を造成し、別途定める「産業技術実

用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）実施要領」（以下「実

施要領」という。）に定めるディープテック・スタートアップ支援事業（以下「基金事業」という。）

11



を実施するため、予算の範囲内で機構に対して本補助金を交付する。 

（交付の申請） 

第４条 機構は、本補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書（様式第１）に大臣が定める

書類（以下「添付書類」という。）を添えて、大臣に提出しなければならない。 

２ 機構は、本補助金の交付の決定を受けた後の事情の変更により交付申請書（様式第１）の内容を

変更して基金事業を行う場合には、変更交付申請書（様式第２）に添付書類を添えて速やかに大臣

に提出しなければならない。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第５条 機構は、前条第１項の規定に基づく交付の申請、第８条の規定に基づく支払請求、第１１条

の規定に基づく状況報告、第１４条第１項、第２項、第３項、第４項、第５項及び第６項の規定に

基づく報告等、第１８条第３項の規定に基づく財産の処分の承認申請（以下「交付申請等」という。）

又は第２２条第１項の規定に基づく基金の残余額の報告については、電子情報処理組織を使用す

る方法（適正化法第２６条の３第１項の規定に基づき大臣が定めるものをいう。）により行うこと

ができる。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第６条 大臣は、前条の規定により行われた交付申請等に係る次条第１項の規定に基づく通知、第１

１条の規定に基づく要求、第１５条第１項の規定に基づく通知、同条第２項の規定に基づく返還命

令、同条第３項の規定に基づく納付命令、第１８条第３項の規定に基づく承認又は第２２条の規定

に基づく返還命令について、当該通知等を補助金申請システム又は電子メールにより行うことが

できる。 

（交付決定の通知） 

第７条 大臣は、第４条第１項又は第２項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書

の内容を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、交付決定通知書（様

式第３）を機構に送付するものとする。 

２ 第４条第１項又は第２項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付

決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

３ 大臣は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

（補助金の請求） 

第８条 機構は、前条第１項により交付決定通知を受け、本補助金の支払を受けようとするときは、

補助金支払請求書（様式第４）を大臣に提出しなければならない。 

（基金の基本的事項の公表等） 

第９条 機構は、基金の造成後、速やかに、基金に係る管理・運用の基本的事項として、基金の名称、

基金の額、基金のうち国庫補助金等相当額、基金事業の概要、基金事業の目標について公表しなけれ

ばならない。 

２ 機構は、基金の額が基金事業等の実施の状況その他の事情に照らして過大であると大臣が認めた

場合は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付しなければな

らない。 
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（基金の経理等） 

第１０条 機構は、基金の経理について、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基

金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 機構は、前項の経理を行う場合、基金運用による収入及び基金事業に要する経費の予算と決算と

の関係を明らかにした調書（様式第５）を作成し、会計帳簿とともに、基金事業の完了した日の属

する年度の終了後５年間、大臣の要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう、保存しておかな

ければならない。 

（状況報告） 

第１１条 機構は、基金事業の実施状況について、大臣から要求があった場合には、速やかに状況報

告書（様式第６）を大臣に提出しなければならない。 

（是正のための措置） 

第１２条 大臣は、基金の管理・運用又は実施要領に定める基金事業が適切に実施されていないと認

めるときは、是正のための措置を採るべきことを機構に命ずることができる。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付した本補助金の全部若しくは一部

を取り消し、又は変更することができる。 

一 機構が、法令、本要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合 

二 機構が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合 

三 機構が、基金の管理・運用又は基金事業の実施に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をし

た場合 

四 機構が、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 

五 前４号までに掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、基金の全部又は一

部を継続する必要がなくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付

されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第５号に規定する場合を除き、その命令に係る本

補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセントの割合で計算した

加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合は、

未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合で計算し

た延滞金を徴するものとする。 

（実績報告等） 

第１４条 機構は、基金の造成が完了した日から起算して３０日を経過した日（前条第１項により交

付決定の全部の取消しを命じられた場合には、当該命令がなされた日から起算して３０日を経過

した日）又は基金の造成が完了した日の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに実績報告書

（様式第７）を大臣に提出しなければならない。 

２ 前項の期日については、大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、

この期日を繰り下げることができる。 
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３ 機構は、基金事業開始から事業終了後５年後までの間、毎年度、基金の額（残高及び国庫補助金

等相当額）、基金事業に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む。）、基金事業の実施

決定件数・実施決定額、保有割合（「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平成

１８年８月１５日閣議決定）中「３（３）基金の保有に関する基準」に示されている保有割合をい

う。）、保有割合の算出根拠、基金事業の目標及び目標に対する達成度等について、翌年度の６月

３０日までに大臣に報告しなければならない。 

４ 機構は、科技イノベ活性化法第２７条の３の規定により、毎事業年度、基金に係る業務に関する

報告書を作成し、当該事業年度の終了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。 

５ 機構は、基金事業開始から事業終了後５年後までの間、実施要領に定める基金の管理・運用及び

基金事業の実施の方法に重要な変更の必要性が生じた場合や基金事業の継続が困難になった場合

は、速やかに、大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

６ 機構は、基金事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めら

れる場合には、経済産業省に速やかに報告するとともに、その指示を仰いだ上で、必要に応じて、実

施者に対し改善等の指導を行うものとする。 

（補助金の額の確定等） 

第１５条 大臣は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地

調査等を行い、造成された基金が本補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき本補助金の額を確定し、機構に通知するものとする。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交

付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずるものと

する。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場

合は、未納にかかる金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合

で計算した延滞金を徴するものとする。 

４ 大臣は、基金の管理・運用及び基金事業の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、

機構に対し報告を求め、又はこれらの職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができるものとする。 

５ 大臣は、前項の検査等により、法令、本要綱又は実施要領の内容に適合しない事実が明らかにな

った場合には、機構に対し、適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとす

る。 

６ 大臣は、基金事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、第４項に基づく現地調査等の

ほか、事業に係る補助金交付先または委託契約先に対して、現地調査等を行うことができるものと

し、機構は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとする。 

（契約及び交付等） 

第１６条 機構は、基金事業を実施するため、委託、売買、請負その他の契約（契約金額１００万円未

満のものを除く。）、助成金の交付をするに当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名

停止措置が講じられている事業者を契約の相手方若しくは助成金の交付先としてはならない。ただ

し、基金事業の運営上、当該事業者でなければ基金事業の実施が困難又は不適当である場合は、大臣

の承認を受けて当該事業者を契約の相手方若しくは助成金の交付先とすることができる。 

２ 大臣は、機構が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止

措置が講じられている事業者を契約の相手方若しくは助成金の交付先としたことを知った場合は必
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要な措置を求めることができるものとし、機構は大臣から求めがあった場合はその求めに応じなけ

ればならない。 

３ 前２項までの規定は、基金事業の一部を第三者に請け負わせ、委託し、助成金を交付し、若しくは

共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、機構は、必要な措置を講じるも

のとする。 

（財産の管理等） 

第１７条 機構は、基金事業（機構が基金事業の一部を第三者に実施させた場合における経費を含む。）

により機構が取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、基金事

業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効

率的運用を図らなければならない。 

２ 機構は、取得財産等について、様式第８による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならな

い。 

３ 機構は、当該年度に取得財産等があるときは、本交付要綱第１４条第４項に定める基金に係る業

務に関する報告書に様式第９による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１８条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、施行令第１３条第１号から３号に定める財産、

取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上かつ使用可能期間が１年以上の機械、器具及びそ

の他の財産とする。 

２ 前項の規定により財産の処分を制限する期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した

財産の処分制限期間（昭和５３年通商産業省告示第３６０号）に定める期間とする。 

３ 機構は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しよ

うとするときは、あらかじめ様式第１０による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければな

らない。 

（情報管理及び秘密保持） 

第１９条 機構は、基金事業の実施に際し知り得た第三者の情報であって秘密である旨表示されたも

の（以下「秘密情報」という。）については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の

指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、基金事業の目的

又は提供された目的以外に利用してはならない。 

なお、秘密情報のうち契約の相手方、助成金の交付先、その他の第三者の秘密情報（基金事業関係

者が取得した研究成果、個人情報等を含むがこれらに限定されない。）については、機密保持のため

に必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに、経済産業省以外の第三者に対して開示、公表、

漏えいしてはならない。 

２ 前項にかかわらず、次の各号に該当する資料及び情報は秘密情報から除くものとする。 

一 機構に開示された時点で、既に公知となっていたもの 

二 機構に開示された後で、機構の責に帰すべき事由によらず公知となったもの 

三 機構に開示された時点で、既に機構が保有していたもの 

四 機構が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 

五 機構が、秘密情報によらずに独自に創作したもの 

３ 機構は、基金事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせる場合には、履行補助

者にも本条の定めを遵守させなければならない。機構又は履行補助者の役員又は従業員による情報
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漏えい行為も機構による違反行為とみなす。 

４ 本条の規定は基金事業の完了後も有効とする。 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２０条 機構は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しな

ければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

（協力事項） 

第２１条 機構は、知的財産権の利用状況調査、各種評価及び追跡調査に係る資料作成、ヒアリングへ

の対応並びに委員会等への出席、その他経済産業省からの要求に基づく情報の提供について、基金

事業の終了後も機構の負担において経済産業省に協力するものとする。 

（基金の廃止等） 

第２２条 機構は、基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報告し、

その指示を受けて、これを国庫に返還しなければならない。 

２ 機構は、基金の廃止後において、基金事業に係る契約の相手先若しくは助成金の交付先から返還

金を受け取った場合には、これを国庫に返還しなければならない。 

（その他） 

第２３条 本要綱に定める事項については、必要が生じた場合に大臣が必要な変更を行うことができ

るものとする。 

附 則 

この要綱は、令和５年２月２７日から施行する。 
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別紙 

暴力団排除に関する誓約事項 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに当たっ

て、また、基金事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約い

たします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

記 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると

き又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表

者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を

有しているとき。 
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（様式第１） 

  番   号 

  年  月    日 

  経済産業大臣 殿 

 申請者    住所 

 氏名  法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名   

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

交付申請書 

 産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱第

４条第１項の規定に基づき、上記補助金の交付について下記のとおり申請します。 

 記 

１．補助金交付申請額 金 円 

２．添付書類 

（１）基金の管理・運用方法及び事業実施内容・体制を明らかにした書類 

（２）直近２年間の事業報告書及び決算報告（又は事業計画及び収支予算） 
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（様式第２） 

  番   号 

  年  月    日 

  経済産業大臣 殿 

 補助事業者    住所 

 氏名  法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名   

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

変更交付申請書 

 年  月  日付け第  号をもって交付の決定を受けた産業技術実用化開発事業費補助金

（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）について、産業技術実用化開発事業費補助金（デ

ィープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱第４条第２項の規定に基づき、下記のとお

り変更したいので申請します。 

記 

１．補助金交付申請額 金 円 

（既交付決定額  金 円） 

２．変更を受けようとする理由 

３．添付書類 

基金管理状況を示した書類 
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（様式第３） 

  番   号 

  年  月    日 

法人にあっては名称 

及び代表者の氏名  宛て 

  経済産業大臣 名 

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

交付決定通知書 

 年  月  日付け第  号をもって申請のありました産業技術実用化開発事業費補助金（デ

ィープテック・スタートアップ支援基金補助金）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）第６条第１項の規定に基づき

下記のとおり交付することに決定しましたので、適正化法第８条の規定に基づき通知します。 

記 

１．補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）の内容は、  年  月  日付け第  

号で申請のありました産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基

金補助金）（以下「交付申請書」という。）に記載のとおりとします。 

２．補助金の額は、次のとおりとします。ただし、補助金の額が変更されるときは、別に通知すると

ころによるものとします。 

  補助金の額 金 円 

３．本補助金は、以下に掲げる事項を条件として交付するものとします。 

一 委託先及び交付先の事業者の指導・監督を含め、基金事業が適正かつ円滑に実施されるよう、

最大限務めること。 

二 基金事業の実施状況について、経済産業省から求められた場合には、速やかに報告すること。 

４．事業に係る実績報告は、産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支

援基金補助金）交付要綱第１４条第１項に定めるところにより行わなければなりません。 

５．この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における適正化法第９条第１項の規定による申

請の取下げをすることができる期限は、  年  月  日とします。 

責任者：○○局○○課長 ○○ 

担当者：○○、○○ 

電話：03-3501-1511(内線0000) 

03-3501-0000（直通）
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（様式第４） 

  番   号 

  年  月    日 

  経済産業大臣 殿 

 補助事業者    住所 

 氏名  法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名   

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

支払請求書 

 産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱第

８条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

記 

１．支払請求額 金 円 

２．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義を記載すること。 
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（様式第５） 

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付調書 

法人名 

（単位：円） 

国 法  人 

備考 

歳出予算科目 交付決定額 
収  入 支  出 

科目 予算現額 収入済額 科目 予算現額 支出済額 

（注１）「法人」の欄の「科目」欄は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条に基づき主務大臣に届け出る年度計画に定める区分に

従って記載すること。 

（注２）「備考」欄は、参考となるべき事項を記載すること。
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（様式第６） 

  番   号 

  年  月    日 

  経済産業大臣 殿 

 補助事業者    住所 

 氏名  法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名   

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

状況報告書 

  年  月  日付け第  号をもって交付の決定を受けた産業技術実用化開発事業費補助金（デ

ィープテック・スタートアップ支援基金補助金）について、産業技術実用化開発事業費補助金（ディー

プテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。 

  記 

１．基金事業の実施状況 

２．基金の収支状況 
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（様式第７） 

  番   号 

  年  月    日 

  経済産業大臣 殿 

 補助事業者    住所 

 氏名  法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名   

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

実績報告書 

  年  月  日付け第  号をもって交付の決定を受けた産業技術実用化開発事業費補助金（デ

ィープテック・スタートアップ支援基金補助金）について、産業技術実用化開発事業費補助金（ディー

プテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱第１４条第１項の規定に基づき、下記のとおり報

告します。 

記 

１．基金の造成が完了した日 年  月  日 

２．交付決定額 金 円 

３．基金の造成額 金 円 

４．添付書類 

（１）基金の造成を確認できる書類

（２）機構の収入状況が分かる書類
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（様式第８） 

取得財産等管理台帳 

区分 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日 
処分制限

期間 
保管場所 補助率 備考 

  円   円 

（注）１．対象となる取得財産等は、本交付要綱第１８条第１項に定める財産とする。 

２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、（ウ）

（ア）（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装

置、（オ）無形資産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。 

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して

記載すること。 

４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

５．処分制限期間は、本交付要綱第１８条第２項に定める期間を記載すること。 
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（様式第９） 

取得財産等管理明細表（  年度） 

区分 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日 
処分制限

期間 
保管場所 補助率 備考 

  円   円 

（注）１．対象となる取得財産等は、本交付要綱第１８条第１項に定める財産とする。 

２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、（ウ）

（ア）（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装

置、（オ）無形資産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。 

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して

記載すること。 

４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

５．処分制限期間は、本交付要綱第１８条第２項に定める期間を記載すること。 
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（様式第１０） 

  番   号 

  年  月    日 

  経済産業大臣 殿 

 補助事業者    住所 

 氏名  法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名   

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

財産処分承認申請書 

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱第１８

条第３項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 

１．処分の内容 

①処分する財産名等（別紙） ※取得財産管理台帳の該当財産部分抜粋等

②処分の内容（有償・無償の別も記載のこと。）及び処分予定日

処分の相手方（住所、氏名又は名称、使用の目的等）

２．処分理由 
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（資料２） 

経済産業省 

２０２３０２２４財産第１号 

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）実施要領

を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日 

経済産業大臣 西村 康稔 

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金） 

実施要領 

第１ 趣旨 

本実施要領は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）が、

産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付要綱（以下

「交付要綱」という。）第２条及び第３条に基づき、国からの補助金を受けて基金（以下単に「基金」

という。）を造成し、当該基金を活用して、ディープテック・スタートアップ支援事業（以下「基金事

業」という。）を実施するために必要な基金の管理・運用方法及び手続き等について定めるものである。 

第２ 業務内容 

機構は、基金を造成して、本実施要領第３に定める基金事業を実施するものとする。 

１．基金の造成 

機構は、交付要綱に基づき、国からの補助金を受けて基金を造成するものとする。 

２．基金の管理・運用方法 

（１）機構は、次の方法により基金に属する資金を管理・運用するものとする。 

① 基金の管理については、資金の安全性と資金管理の透明性が確保される方法により行うものとし、

基金の管理方法に関する具体的な内容については、事前に大臣の了解を得るものとする。 

② 基金の運用について保有することができる資産は、以下のとおりとし、これ以外による場合は事

前に大臣の了解を得るものとする。 

・国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得

・金融機関への預金（普通預金又は定期預金）

・元本に損失が生じた場合にこれを補填する旨を定める契約を締結した金銭信託の受益権

（２）基金の運用によって生じた利子その他の収入金（基金事業に係る契約の相手先若しくは補助金の
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交付先（以下「実施者」という。）から、取得財産の処分に伴う収入、収益納付に伴う収入、その他

の収入が得られた場合、これらの収入を含む。ただし、収益納付に伴う収入については、基金事業に

おいて収益納付条件が附される部分に係るものに限り、基金事業のうち「指定補助金等の運用に係

る業務ガイドライン」（令和４年６月１日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局）に沿って実

施される事業に関しては、同ガイドラインに従い収益納付条件を附さないものとする。）は、科学技

術・イノベ－ション創出の活性化に関する法律第２７条の２第２項に基づき、当該基金に充てるも

のとし、他の費用に流用してはならない。 

なお、基金事業に要する経費は、別表によるものとする。 

（３）基金からの支払に当たっては、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条に基づ

き主務大臣に届け出る年度計画に定める予算の範囲内で、支払額、その明細及びその根拠を示す書

類を整え、実施するものとする。 

なお、大臣は、必要に応じて、機構に基金の残高等に関する資料の提出を求めることができるもの

とする。 

（４）機構が実施する業務のうち、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、

委託、外注を行ってはならない。また、機構が実施する業務に係る費用のうち委託・外注の額の合計

の割合が５０％を超える場合は、事前に大臣の了解を得るものとする。 

（５）機構は、自身が実施する業務を委託、外注する場合は、相見積もりを取り、相見積もりの中で最低

価格を提示した者を選定しなければならない。相見積もりを取らない場合又は最低価格を提示した

者を選定しない場合等、競争性のない方法による場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書

を作成しなければならない。 

（６）機構は、自身が実施する業務を委託、外注（契約金額１００万円未満は除く）を行う場合、業務の

実施に要した経費の精算処理（契約書、見積書、請求書、業務日誌等の証憑類を確認し、確認ができ

た経費のみ支払いを行うこと）を実施しなければならない。 

（７）精算処理（委託先・外注先及びそれ以下の委託先、外注先を含む）において、一般管理費を経費に

対する一定の割合で計上する場合は、経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルの「一般管理

費に関する経理処理」に記載の公募要領等において別途指定した場合と同じ率を上限とする。また、

精算処理を行う委託先・外注先からさらに再委託・再外注を行う場合には、一般管理費の算定対象と

する経費に再委託・再外注の経費（精算処理の対象か否かを問わない）を含むことはできない。 

（８）機構は、自身が実施する業務を委託、外注（契約金額１００万円未満は除く）した場合は、当該業

務に係る履行体制図（契約相手先名、契約金額、業務範囲等を記載したもの）を、事業開始時及び毎

年度末経過後速やかに大臣に提出しなければならない。 

（９）（８）の履行体制図は、事業開始時及び事業終了までの毎年度同時期（年度途中の大幅な変更があ

った場合はその時点を含む。）に、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす具体的なおそれ

がある場合を除き、経済産業省ホームページで公表するものとする。 

３．基金管理の終了又は変更等 

（１）大臣は、次に掲げる場合には、基金の管理・運用又は基金事業の全部若しくは一部について終了又

は変更を命ずることができる。 

① 機構が、法令、交付要綱、本実施要領又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場

合 

② 機構が、基金を本実施要領に定める基金事業以外の用途に使用した場合

③ 機構が、基金の管理・運用又は基金事業の実施に関して不正、怠慢その他の不適切な行為をした
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場合 

④ 前３号までに掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、基金の全部又は一部

を継続する必要がなくなった場合 

（２）大臣は、（１）の終了又は変更を命じた場合には、機構に対して、期限を付して、基金から支出し

た金額に相当する金額について、基金に充当することを命ずることができるものとする。 

（３）（２）の期限内に基金に充当がなされない場合には、大臣は、未納に係る額に対して、その未納に

係る期間に応じて年利３．０パーセントの割合で計算した延滞金の基金への充当を併せて命ずるも

のとする。 

（４）機構は、基金管理の終了後において、実施者から基金への返還があった場合には、これを国庫に返

還しなければならない。 

４．余剰金の返還 

（１）大臣は、交付要綱第１５条第４項に基づく検査等の結果、基金に余剰があると認める時は、機構に

対し、余剰金の返還を求めることができる。 

（２）機構は、（１）に基づく余剰金の返還請求を受けた時は、速やかに余剰金を国庫に返納しなければ

ならない。 

なお、余剰金の計算に疑義がある場合は、別途大臣と協議を行うものとする。 

第３ 基金事業の手続き 

機構は、別途経済産業省が定める基本方針に従って、以下の手続きにより、基金事業を実施するもの

とする。 

１．基金事業の実施に係る規則等 

 機構は、基金事業の実施に当たり、経済産業省に対して事前に相談及び確認を行った上で、必要な規則

等（補助金の交付又は自身が行う業務の委託・外注を行うための契約書、契約約款、補助金交付規程等を

含む。）を定めなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

 なお、機構が補助金を交付する際には、当該規則等において、補助金の交付の目的を達成するため必要

な事項（他用途使用の禁止、取得財産の処分制限等）を規定し、これらの条件を実施者に対して付するも

のとする。 

２．実施体制の整備 

 基金事業の実施に当たり、機構は、以下の役割を担うこととし、必要な実施体制を整備する。具体的な

実施体制の構築及び変更に当たっては、経済産業省に対して事前に相談しなければならない。 

なお、経済産業省が実施体制に不十分な点があると判断した場合には、変更を指示し、これを踏まえ、

機構は実施体制の変更を行うものとする。 

① 本事業に係る資金の管理・運用

② 実施方針・交付規程・公募要領の策定・公表

③ スタートアップ型研究開発マネジメントに係る事務の実施

④ 成果最大化に向けた仕組みの実行に係る事務の実施

⑤ 本事業の実施状況・成果のとりまとめ、経済産業省への報告

３．その他 
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（１）機構における基金事業の実施に関して、基金事業の実施者が他者に損害等を与えた場合、機構は、

これに要する費用については、機構の故意・過失の度合いに応じて、基金から支払わないことができ

るようにする。 

（２）機構は、本実施要領に疑義が生じたとき、本実施要領により難い事由が生じたとき、あるいは本実

施要領に記載のない細部については、経済産業省と速やかに協議し、その指示に従うものとする。 

（３）基金事業を終了する時期は未定とする。 

附 則 

本実施要領は、令和５年２月２７日から施行する。 
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別表 

基金事業に要する経費の区分 

区分 内容 

事業費 研究開発の実施に要する経費（補助金） 

業務管理費 

人件費、謝金、旅費、会議費、借料、資料購入費、消耗品費、通信運搬費、資料

廃棄費、水道光熱費、システム運営費（維持・保守費、開発費含む）、広報費、印

刷費（資料作成費含む）、雑役務費、委託・外注費、租税公課、一般管理費、その

他経済産業省が必要と認める経費 
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（資料３－１） 

ディープテック・スタートアップ支援事業の実施に関する規程 

2023年3月7日 

2022年度規程第54号 

（目的） 

第１条 この規程は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号。以下

「科技イノベ活性化法」という。）第27条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務に要する費用

に充てるため国から交付される補助金により、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（以下「機構」という。）が造成するディープテック・スタートアップ支援基金によるディープテッ

ク・スタートアップ支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

（適用） 

第２条 事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、科技イノベ

活性化法 、産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交

付要綱及び産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）実施

要領並びに国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書

及びディープテック・スタートアップ支援基金の管理及び運用に関する機構達に定めるところによるほ

かこの規程による。 

（事業の目的） 

第３条 機構は、長期的視野をもって事業化に向けた幅広い研究開発活動の支援をすることにより、ディ

ープテック・スタートアップに対する民間からの投資の拡大を促しつつ、ディープテック・スタートア

ップの事業成長及びそれらが有する革新的な技術の確立・事業化を加速させることを目的とする。 

（事業の実施） 

第４条 機構は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方

法書第３章第４節並びに第５章の規定に準じて事業を実施する。 

２ 機構は、経済産業省が定める基本方針に記載される役割に従い業務を実施する。 

（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか、事業を実施するに当たって必要な事項は、別に定めることができ

る。 

附 則 

この規程は、2023年 3月 7日から施行する。 
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（資料３－２） 

ディープテック・スタートアップ支援基金の管理及び運用に関する機構達 

2023年3月7日 

2022年度機構達第14号 

（目的） 

第１条 この機構達は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第27

条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務に要する費用に充てるため国から交付される補助金に

より国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）が造成するディ

ープテック・スタートアップ支援事業を実施するための基金（以下「基金」という。）の管理及び運用

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 機構が造成する基金の管理及び運用については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第

255号）、産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）交付

要綱（以下「交付要綱」という。）及び産業技術実用化開発事業費補助金（ディープテック・スタート

アップ支援基金補助金）実施要領（以下「実施要領」という。）並びに国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書及び会計規程に定めるところによるほ

か、この機構達の定めるところによる。 

（基金の造成） 

第３条 機構は、長期的視野をもって事業化に向けた幅広い研究開発活動の支援をすることにより、ディ

ープテック・スタートアップに対する民間からの投資の拡大を促しつつ、ディープテック・スタートア

ップの事業成長及びそれらが有する革新的な技術の確立・事業化を加速させるための実用化研究開発・

量産化実証等を継続して支援すること及びこれに附帯する業務（以下「基金事業」という。）を実施す

るため基金を造成するものとする。 

２ 機構は、基金事業の実施のために必要な場合には、経済産業大臣（以下「大臣」という。）による交

付決定を受けて、過年度に造成した基金に積み増すことができるものとする。 

３ 機構が基金の管理を行う期間は、基金事業が終了し、その事業に係る精算が終了するまでとする。 

（基本的事項の公表） 

第４条 機構は、基金の名称、基金の額、基金のうち国庫補助金等相当額、基金事業の概要、基金事業の

目標について、基金造成又は積み増し後速やかに公表するものとする。 

（報告） 

第５条 機構は、基金事業開始から事業終了後５年後までの間、毎年度、基金の額（残高及び国庫補助金

等相当額）、基金事業に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む。）、基金事業の実施決定

件数・実施決定額、保有割合（「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平成18年８月

15日閣議決定）中「３（３）基金の保有に関する基準」に示されている保有割合をいう。）、保有割合

の算出根拠、基金事業の目標及び目標に対する達成度等について、翌年度の６月30日までに大臣に報告

しなければならない。 

２ 機構は、基金管理の実施が困難となった場合においては、速やかに大臣に報告し、その指示を受けな

ければならない。 

３ 機構は、基金の管理及び運用又は基金事業の指導監督に影響を及ぼしうる変更があった場合は、速や

かに、大臣に報告しなければならない。 

（基金の経理等） 

第６条 機構は、基金の収支状況を会計規程第11条に規定する会計帳簿等によって明らかにしておくとと

もに、その会計帳簿等その他大臣が定める様式による調書を整備し、基金の管理の終了した日の属する

会計年度の終了後５年間、大臣からの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかな

ければならない。 
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（基金の管理及び運用） 

第７条 機構は、基金の管理については、資金の安全性と資金管理の透明性が確保される方法により行う

ものとし、基金の管理方法に関する具体的な内容については、事前に大臣の了解を得るものとする。 

２ 機構は、基金の運用について保有することができる資産は、次の各号に掲げるものとする。 

一 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券 

二 金融機関への預金（普通預金又は定期預金） 

三 元本に損失が生じた場合にこれを補填する旨を定める契約を締結した金銭信託の受益権 

３ 機構は、基金の運用によって生じた利子その他の収入金（基金事業に係る契約の相手先若しくは補助

金の交付先（以下「実施者」という。）から、取得財産の処分に伴う収入、収益納付に伴う収入、その

他の収入が得られた場合、これらの収入を含む。ただし、収益納付に伴う収入については、基金事業に

おいて収益納付条件が附される部分に係るものに限り、基金事業のうち「指定補助金等の運用に係る業

務ガイドライン」（令和４年６月１日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局）に沿って実施され

る事業に関しては、同ガイドラインに従い収益納付条件を附さないものとする。）は、当該基金に充て

るものとし、他の費用に流用してはならない。 

４ 基金事業の実施に要する経費は、別表によるものとする。 

５ 基金からの支払いに当たっては、年度計画に定める予算の範囲内で、支払額、その明細及びその根拠

を示す書類を整え、実施するものとする。 

６ 機構は、自ら実施する業務のうち、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分につい

て、委託、外注を行ってはならない。また、機構が実施する業務に係る費用のうち委託・外注の額の合

計の割合が50％を超える場合は、事前に大臣の了解を得るものとする。 

７ 機構は、自身が実施する業務を委託、外注する場合は、相見積もりを取り、相見積もりの中で最低価

格を提示した者を選定しなければならない。相見積もりを取らない場合又は最低価格を提示した者を選

定しない場合等、競争性のない方法による場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を作成し

なければならない。 

８ 機構は、自身が実施する業務を委託、外注（契約金額100万円未満は除く）を行う場合、業務の実施

に要した経費の精算処理（契約書、見積書、請求書、業務日誌等の証憑類を確認し、確認ができた経費

のみ支払いを行うこと）を実施しなければならない。 

９ 精算処理（委託先・外注先及びそれ以下の委託先、外注先を含む）において、一般管理費を経費に対

する一定の割合で計上する場合は、経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルの「一般管理費に

関する経理処理」に記載の公募要領等において別途指定した場合と同じ率を上限とする。また、精算処

理を行う委託先・外注先からさらに再委託・再外注を行う場合には、一般管理費の算定対象とする経費

に再委託・再外注の経費（精算処理の対象か否かを問わない）を含むことはできない。 

10 機構は、自身が実施する業務を委託、外注（契約金額100万円未満は除く）した場合は、当該業務に

係る履行体制図（契約相手先名、契約金額、業務範囲等を記載したもの）を、事業開始時及び毎年度

末経過後速やかに大臣に提出しなければならない。 

（基金管理委員会） 

第８条 前条に掲げる基金の管理及び運用に関し、必要な事項を審議するため、機構に基金管理委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会では、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 基金の取扱金融機関及び資金運用に関する事項 

二 基金の支出に関する重要事項 

三 その他基金の資金運用に関する必要事項 

３ 委員会は、理事長、副理事長、総務担当理事、経理部担当理事、基金事業を所掌する部（以下「主管

部」という。）担当理事、総務部長、経理部長、主管部長、その他委員長があらかじめ指名する者をも

って構成し、委員長は理事長をもってあてる。ただし、委員長が不在であって、かつ、緊急に案件処理

を必要とする場合には、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。 

４ 委員長は、必要と認める場合には、外部の専門的知識を有する者を委員会に出席させ、意見を聴くこ

とができる。 

５ 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、委員長が必

要と認めたときは、書面により委員会を開催することができる。 
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６ 委員会の事務は、主管部及び経理部が担当する。 

（国庫納付） 

第９条 機構は、基金事業の終了時において、基金に残余がある場合は、これを国庫に納付するものとす

る。 

２ 機構は、基金の額が基金事業等の実施の状況その他の事情に照らして過大であると大臣が認めた場合

は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 

３ 機構は、交付要綱第15条第４項に規定する大臣等による基金の検査等の結果、大臣が基金に余剰があ

ると認める場合に、余剰金の返還を求められたときは、速やかに余剰金を国庫に納付しなければならな

い。ただし、大臣が請求する余剰金の計算に疑義がある場合は、大臣と協議を行うものとする。 

４ 機構は、基金の管理の終了後において、実施者から基金への返還があった場合には、これを国庫に納

付しなければならない。 

附 則 

この機構達は、2023年3月7日から施行する。 
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別表 

基金事業に要する経費の区分 

区分 内容 

事業費 研究開発の実施に要する経費（補助金） 

業務管理費 

人件費、謝金、旅費、会議費、借料、資料購入

費、消耗品費、通信運搬費、資料廃棄費、水道光

熱費、システム運営費（維持・保守費、開発費含

む）、広報費、印刷費（資料作成費含む）、雑役務

費、委託・外注費、租税公課、一般管理費、その

他経済産業省が必要と認める経費 
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（資料４） 

参 照 条 文 等 

○科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）（抄）

（基金） 

第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの（次条第一項

において「資金配分機関」という。）は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法（第三十四

条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。）の定めるところにより、特定公募

型研究開発業務（公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯

する業務をいう。）に要する費用に充てるための基金（以下単に「基金」という。）を設けることができ

る。 

一 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のた

めの研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの 

二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要である

ことその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的

かつ効率的な実施に必要であると認められるもの 

２ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。 

３ 独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部分に限る。）の規定は、基金の運用につ

いて準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補

塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 

（国会への報告等） 

第二十七条の三 資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書

を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。 

２ 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならな

い。 

○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14 年法律第 145 号）（抄）

（特定公募型研究開発業務基金の設置等） 

第十六条の三 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十

五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一

項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する

基金（以下「特定公募型研究開発業務基金」という。）を設け、次項の規定により交付を受けた補助金

をもってこれに充てるものとする。 

２ 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定公募型研究開発業務基金に充てる資金を補助する

ことができる。 

（国会への報告等） 

第十六条の五 機構は、毎事業年度、特定半導体基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度

の終了後六月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 
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２ 経済産業大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告し

なければならない。 

○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書（経済産業大

臣認可 平成 15 年 10 月 1 日）（抄） 

（特定公募型研究開発業務の方法） 

第 16 条 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成 20 年法律第 63 号。)第 27 

条の２に規定する業務については、機構法第 16 条の３第１項及び第２項に基づき、特定公募型研究開発

業務に要する費用に充てるため国から交付される補助金により設けた基金（以下「特定公募型研究開発業

務基金」という。）により、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は

革新的な技術の創出のための研究開発等を実施する。 

２ 特定公募型研究開発業務基金の設置及び業務の実施に必要な事項については、別に定めるところによる。 

〇国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 第４期中長期目標（経済産業大臣決定 平成３

０年２月２８日、令和５年２月１６日一部変更）（抄） 

５．特定公募型研究開発業務の実施 

⑤ディープテック・スタートアップ支援事業

物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策について（令和４年 10 月 28 閣議決定）を踏

まえ、スタートアップの事業成長のための資金供給の強化と事業展開を推進するため、革新的な技術

を有し、社会課題解決に資するディープテック分野のスタートアップ企業が行う実用化研究開発、量

産化実証、海外技術実証などを支援する。ＮＥＤＯは、令和４年度において、早期の事業執行に向け

て、国から交付される補助金により基金を設け、関係規程の整備を着実に進める。 

○目標５．‐５

【目標】 

ＮＥＤＯは、早期の事業執行に向けて、基金の設置及び関係規程の整備を進めるものとする。 
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構令和４年度特定公募型研究開

発業務（ディープテック・スタートアップ支

援基金事業）に関する報告書に付する経済

産業大臣の意見 
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３

号）第２７条の３第２項の規定に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構令和４年度特定公募型研究開発業務（ディープテック・スター

トアップ支援基金事業）に関する報告書に付する経済産業大臣の意見は次のと

おりである。 

 

                  

経 済 産 業 大 臣  

 

 

令和４年度特定公募型研究開発業務（ディープテック・スタートアップ支援基

金事業）については、以下の点から、透明性・公正性に十分留意したものであり、

適正であったと認められる。 

 

 

１．国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、事業の

効果的な運用を目指し、経済産業省と協議を行い、体制・規程を整備した上

で、基金を造成し、事業の公募を行うなど、着実に業務を実施した。 

 

２．基金の管理については、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法

律（平成２０年法律第６３号）第２７条の２第３項及び産業技術実用化開発

事業費補助金（ディープテック・スタートアップ支援基金補助金）実施要領

（２０２３０２２４財産第１号）第２の２．の規定に基づき、資金の安全性

と資金管理の透明性を確保し、適切な運用が図られた。 
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